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を

目
指
し
て生活の中での悩みごと、心配ごとが…

そんな時はひとりで悩まず、
身近な相談窓口へご相談ください。

相談窓口のご紹介相談窓口のご紹介

障害福祉サービス等の利用は、身体障害・知的障害・精神障害
の人に加え、難病等の人も対象となります。

難病等による障害のある人は、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた
サービスの利用が可能です。

対象となるサービス
■障害福祉サービス ヘルパー利用・短期入所・就労支援など
 　　　　　　　    補装具（車いす・義肢・補聴器・白杖など）
■地域生活支援事業 訪問入浴・移動支援・意思疎通支援など
　　　　　　　　　 日常生活用具（電気式たん吸引器・入浴補助用具・特殊寝台など）

対象疾患や詳しいサービス内容は福祉事務所までお問い合わせください。

　障害のある人やそのご家族の相談に応じ、安心して生活を続けられるように必要
な情報をお知らせしたり、仲間づくりや就労のお手伝いをします。
　
■相談受付：平日　８：４５～１７：３０
　　　　　(土日の相談については事前にご予約ください)
■相談方法：電話・来所・自宅訪問
■住　　所：香南市香我美町下分684番地１（ミネルバ跡地）
　　　　  　☎57-7180

香我美庁舎

香我美小学校
あけぼの

ある人やそのご家族の相談に応じ、安心して生活
お知らせしたり、仲間づくりや就労のお手伝いを

地域活動支援センターあけぼの

大前京子（吉川町）
☎55-5505

岡﨑法子（野市町）
☎56-2089

松木雅久（野市町）
☎55-0075

横田鈴子（香我美町）
☎55-4007

住江直子（野市町）
☎56-5705

【身体障害者相談員】 【知的障害者相談員】

　障害のある人やそのご家族の身近な相談相手として身体・知的障害
者相談員が各地域にいます。どんなことでもお気軽にご相談ください。

ある人やそのご家族の身近な相談相手として身体
が各地域に ます どんな と もお気軽に 相

障害者相談員 相談員は、より身近な相談窓口として、市
が委嘱し、身体・知的障害のある人やそ
のご家族の相談に応じています。
現在香南市では、身体障害者相談員が４
人、知的障害者相談員が１人います。

障害福祉

まずはお電話
ください

相談無料
秘密厳守
　　 です

市民保険課　☎57-8506
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３
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世
帯
に
70
歳
か
ら
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歳（
高
齢
受
給

者
）の
人
が
い
る
場
合
、現
役
並
み
所
得

者
以
外
の
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合
は
新
し
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高
齢
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給

者
証
」を
保
険
証
と
一
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封
し
て

い
ま
す
。
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齢
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７
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さ
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平
成
26
年
度
の
国
保
税
が
特
別
徴
収（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）に
該
当
さ
れ
る
人
は
、　　

月
か
ら

仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

の
条
件
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
人
で
す
。

※

今
年
新
た
に
特
別
徴
収
さ
れ
る
人
は
、昨
年
10
月

１
日
ま
で
に
次
の
条
件
に
該
当
し
た
人（
世
帯
主
）で
す
。

次次
年
度
の
国
保
税
額
は
、今
年
７
月
に
確
定
さ
れ
、10
・

12
・
２
月
の
年
金
か
ら
本
徴
収
さ
れ
ま
す
。そ
の
税
額

が
確
定
す
る
前
の
４
・
６
・
８
月
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天

引
き
）す
る
こ
と
を
仮
徴
収
と
い
い
ま
す
。仮
徴
収
の
税
額
は
、

25
年
度
の
国
保
税
の
課
税
実
績
に
基
づ
い
て
決
定
し
ま
す
。
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融
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を
ご
利
用
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だ
さ
い
。
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収
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1
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被
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2
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

3
国
保
加
入
者
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
で
構
成
さ
れ
た

世
帯
の
世
帯
主

4
介
護
保
険
料
と
の
合
計
額
が
世
帯
主
の
年
金
額
の
２
分
の

１
を
上
回
ら
な
い

  　

65
以
上
75
歳
未
満
の
人
で
構
成
さ
れ
た
世
帯
の

世
帯
主
の
人
へ

４

新しい保険証が
届いているか
ご確認ください！

保険証（一般は紫色・退職は緑色）

高齢受給者証

２6年度の

を郵送しました
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高
齢
受
給
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の
一
部
負
担
割
合

が
変
わ
り
ま
す
。

　

70
歳
か
ら
74
歳
の
人
の
受
診
時
の
窓

口
負
担
は
、法
律
上
２
割（
現
役
並
み
所

得
者
を
除
く
）と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、こ
れ
ま
で
特
例
措
置
と
し
て
１
割
負

担
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、現
役
世
代
と
高
齢
世
代
と
の

負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、平
成

26
年
度
か
ら
法
定
割
合
で
定
め
ら
れ
た

２
割（
現
役
並
み
所
得
者
を
除
く
）を
負

担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
26
年
４
月
２
日
以
降
に
70
歳
に

な
ら
れ
た
人
か
ら
段
階
的
に
適
用
さ
れ

ま
す
。（
高
齢
受
給
者
は
、誕
生
月
の
翌
月

１
日
か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
、実
際
は
５

月
の
診
療
か
ら
２
割
と
な
り
ま
す
。）

※

平
成
26
年
４
月
１
日
以
前
に
70
歳
に

な
ら
れ
て
い
る
人（
現
役
並
み
所
得
者
を

除
く
）は
、こ
れ
ま
で
ど
お
り
１
割
で
す
。
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や
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ご
不
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な
ど
が
あ
り
ま
し

   

た
ら
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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